
仕 様 書 

 

１ 業務名 

広島市立広島市民病院特別高圧受電設備等点検業務 

 

２ 委託目的 

本業務は、特別高圧受電設備及び高圧受電設備を点検することにより、機器の正常な状態に維持し、

電気設備に起因する停電事故を未然に防止し、設備の良好な機能保持を図るものである。 

 

３ 業務内容 

(1) 受注者は、広島市立広島市民病院（以下「発注者」という。）の東棟 11階特別高圧電気室に設置

している特別高圧受変電設備及び高圧配電設備、職員棟１階電気室に設置している高圧配電設備を

広島市立病院機構電気設備保安規程に定める基準に基づき点検する。 

(2) 点検対象設備 

点検対象設備は、次のとおりとする。 

設 備 名 仕  様 ・ 数 量 等 

特別高圧受変電設備 

高圧配電設備 

22kV C-GIS受変電設備     一式 

6.6kV高圧配電設備       一式 

6.6kV高圧配電設備（職員棟） 一式 

【別表】№１ 設備一覧表のとおり 

製造業者      日新電機㈱ 製    

(3) 点検作業 

ア 定期点検及び測定は、広島市立病院機構電気設備保安規程(平成２６年４月１日)別表第 2に定

める基準のうち、特別高圧受変電設備及び配電設備の年次点検に該当する箇所について点検・測

定及び諸整備を行う。 

イ 特別高圧ガス絶縁スイッチギアの特別高圧遮断器については計画的に注油等の精密点検、高圧

真空遮断器については計画的に注油等の精密点検を実施する。 

ウ 主要機器について、稼動・劣化状況の把握及び余寿命の推定の資料とするため、測定箇所を電

気主任技術者と協議のうえ、各部の数量、測定値等を計測し、製造時の管理値と比較検証し機器

管理を行うことができる報告書を作成する。 

 

４ 一般事項 

(1) 業務を行う者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有するものとする。また、法令により業務

を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務を行う。 

(2) 受注者は、業務の実施に当って設備の異常又は点検等により正常に作動していないことを発見した

場合は直ちに措置を行い、発注者へ状況を報告すること。 

(3) 受注者は、当該施設が公共医療機関であることを認識し、何人にも不快感を与えないように作業し

なければならない。 

(4) 受注者は、業務の履行に際しては、特に定める場合を除き、予め発注者と協議して業務の日時、作

業方法等の詳細について定めるものとする。 

(5) 受注者は、従業員の安全衛生に関する管理について現場責任者が責任者となり、関係法令に従って

行うこと。 

(6) 受注者は、業務の実施に当っては常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じて事



故防止に努めること。 

(7) 受注者は、業務を行う場所若しくは周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、

発注者に報告のうえ、危険防止に必要な措置を講じ、事故発生を防止すること。 

(8) 受注者は、故障等のため発注者が連絡したときは技術員を派遣し、故障原因等について調査を行い

必要な処置を講ずるものとする。 

 

５ 報告事項 

(1) 受注者は、予め発注者に対し、現場責任者及び従業員の住所、氏名等を通知するとともに、前項(1)

の資格を証する書類の写しを提出するものとする。又、変更があったときも同様とする。 

(2) 受注者は、業務の結果を委託業務実施報告書として、作業終了後速やかに発注者に提出する。また、

作業状況及び劣化状況等を撮影した写真を１部提出し、確認を受けるものとする。 

 

６ 費用の負担等 

(1) 委託業務に必要な経費のうち電気料、水道料は発注者の負担とする。 

(2) その他本業務を実施するために必要な機材類は、全て受注者の負担とする。 

(3) 本業務に必要な消耗品は、受注者の負担とする。 

  

７ 実施条件 

  点検実施条件 

(1) 広島市民病院の特別高圧受変電及び高圧配電設備は、すべて２系統構成されており（一部の負荷

を除く）、停電を伴う点検は、１系統を停電し、高圧配電を停止することなく実施する。 

(2) 特別高圧受電設備については、中国電力より２回線 (常用－予備) 配電のうち１回線（常用線）

に給電されており、受電切替により１系統毎に実施する。 

(3) 高圧配電設備より各電気室間については、２系統とも常時給電を行っているので、点検側の系統

について、配電室及び各電気室それぞれ停電操作を行い、点検を実施する。 

なお、各配電系統には、単独供給負荷が存在するため、実施については、電気主任技術者と協

議を実施し指示にしたがうこと。 

(4) 毎年３月上旬の土曜・日曜の２日間（１０時から１５時（５時間））を予定し、職員棟系統は２

時間程度の停電時間で実施する。 

 

８ その他 

この仕様書に定めのない事項、又は疑義を生じたときは、必要に応じて発注者と受注者が協議して定

めるものとする。 

 

 



【別表】№１ 設備一覧表 

機器名称 機 器 種 別 定 格 数 量 

特別高圧ガス絶縁スイ (本線・予備線) 24kV 600A 1sec 1式 

ッチングギア 

Ｃ－ＧＩＳ 

DS 24kV 600A 8台 

ES 3PST 24kV 600A 12台 

VCB 24kV 600A 25kA 4台 

VD･CT･VT･計器類  1式 

特別高圧変圧器 モールド式変圧器 3φ R22/6.6KV 5000kVA 2台 

交流遮断器 真空遮断器 VCB 7.2kV 600A 12.5kA 19台 

高圧負荷開閉器 気中開閉器 7.2kV 200A 5台 

高圧変圧器 モールド式変圧器 1φ 6.6/210-105V 75kVA 1台 

高圧変圧器 モールド式変圧器 3φ 6.6/2105V 100kVA 1台 

高圧変圧器 モールド式変圧器 3φ R6.6/210-105V 75kVA 1台 

閉鎖型配電盤   22面 

配電盤・制御盤 特高監視盤  
3面 

保護継電器盤（受電、ＴＲ） 保護継電器試験 35台 

 

 【地方独立行政法人広島市立病院機構電気設備保安規程】 

別表第２（第１１条関係）抜粋 

電気工作物 点検、測定及び試験項目 月次点検 年次点検 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 
電 

設 

備 

（ 

含 

む 

二 

次 

受 

電 

設 

備 

） 

      

責任分界となる開閉器 

引込線等 

電線及び支持物 

ケーブル 

外観点検 ○ ○ 

観察点検  ○ 

絶縁抵抗測定  ○ 

継電器動作試験  ○ 

遮断器 

開閉器 

 

外観点検 ○ ○ 

観察点検  ○ 

絶縁抵抗測定  ○ 

継電器動作試験  ○ 

内部点検  ○ 

断路器、電力用ヒューズ 

避雷器、計器用変成器、母線 

電力用コンデンサ 

その他高圧機器 

外観点検 ○ ○ 

観察点検  ○ 

絶縁抵抗測定  ○ 

   

   

変圧器 

 

 

 

外観点検 ○ ○ 

観察点検  ○ 

絶縁抵抗測定  ○ 

内部点検  ○ 

配電盤及び制御回路 

 

外観点検 ○ ○ 

電圧・電流測定 ○ ○ 

観察点検  ○ 

絶縁抵抗測定  ○ 



継電器動作測定  ○ 

受電設備の建物・室 

キュービクルの外箱 

外観点検 ○ ○ 

観察点検  ○ 

接地装置 

 

外観点検 ○ ○ 

観察点検  ○ 

接地抵抗測定  ○ 

配 

電 

設 

備 

開閉器 

遮断器 

変圧器 

配電線路 

電線及び支持物 

接地装置 

受電設備に準じる 同左 同左 

 


